
基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
中央労働災害防止協会会長 殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け基発

0729 第 30 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施について」によ

りお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり実施しますので、

趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行

われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段の御

配慮をお願いいたします。 
  

別添 



基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
建設業労働災害防止協会会長 殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け基発

0729 第 31 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施について」によ

りお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり実施しますので、

趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行

われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段の御

配慮をお願いいたします。 
  



基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
林業・木材製造業労働災害防止協会会長 殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け基発

0729 第 31 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施について」によ

りお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり実施しますので、

趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行

われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段の御

配慮をお願いいたします。 
  



基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け基発

0729 第 31 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施について」によ

りお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり実施しますので、

趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行

われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段の御

配慮をお願いいたします。 
  



基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
鉱業労働災害防止協会会長 殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け基発

0729 第 31 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施について」によ

りお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり実施しますので、

趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行

われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段の御

配慮をお願いいたします。 
  



 
基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長 殿  
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け基発

0729 第 31 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施について」によ

りお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり実施しますので、

趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事後措置が適切に行

われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発について、特段の御

配慮をお願いいたします。 
  



基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
公益社団法人 
全国労働基準関係団体連合会会長 殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け厚生

労働省発基安 0729 第 40 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施

について」によりお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり

実施しますので、趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事

後措置が適切に行われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発に

ついて、特段の御配慮をお願いいたします。 
  



基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
公益社団法人日本医師会長 殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け厚生

労働省発基安 0729 第 40 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施

について」によりお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり

実施しますので、趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事

後措置が適切に行われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発に

ついて、特段の御配慮をお願いいたします。 
  



基安発０８０９第４号 
平成２５年８月９日 

 
 
公益社団法人 
全国労働衛生団体連合会会長 殿 
 
 
 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
（公印省略） 

 
 
 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け厚生

労働省発基安 0729 第 40 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施

について」によりお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり

実施しますので、趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事

後措置が適切に行われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発に

ついて、特段の御配慮をお願いいたします。 
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「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 
 
 
 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本 年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け厚生

労働省発基安 0729 第 40 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施

について」によりお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり

実施しますので、趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事

後措置が適切に行われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発に

ついて、特段の御配慮をお願いいたします。 
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 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
政府が平成 25 年６月 14 日に閣議決定した「日本再興戦略」では、戦略市場

創造プランのテーマの一つとして、『国民の「健康寿命」の延伸』を掲げてい

ます。国民の健康寿命の延伸を図ることで、健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会を実現し、結果として社会保障制度を持続可能なものとするためには、

特定健康診査やがん検診などの各種健診制度による生活習慣病などをはじめと

した疾病の予防・早期発見を図ることなどが重要であり、「日本再興戦略」の

ロードマップでは「健診受診率の向上」を目標として掲げました。 
今般、その達成のため、厚生労働省では、本年９月の健康増進普及月間に、

健診受診率の向上などに向けた『健康づくり大キャンペーン』を開始すること

にしました。 
その一環として、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措

置の実施を改めて徹底するため、本年度においては全国労働衛生週間準備期間

に合わせて、９月を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」とい

います。）と位置づけ、集中的・重点的な指導等を行うことにしました。 
本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成 25 年７月 29 日付け厚生

労働省発基安 0729 第 40 号「平成 25 年度（第 64 回）全国労働衛生週間の実施

について」によりお知らせしましたが、特に強化月間の取組は、別添のとおり

実施しますので、趣旨を御理解の上、事業場の健康診断と健康診断実施後の事

後措置が適切に行われるよう、関係機関等を通じた事業場に対する周知啓発に

ついて、特段の御配慮をお願いいたします。 
 


